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序     文 
 

ラオス国の電力セクターは、電力の安定供給、電化率の向上、売電による外貨獲得等の至上命題に

対して、これらを担う人材、知識、経験等が不足している状況にあります。また、同国の発電設備、

送変電・配電設備は外国資本により建設されるものが多く、これらの設備がそれぞれの国の基準で建

設されていることから効率的な運用・維持管理ができないなど様々な問題が生じています。 

こうした状況を改善するにはラオス国の実情に即した電力技術基準の整備や、その運用を行うこと

のできる行政官の育成が必要であるとの認識のもと、ラオス国政府は我が国に対し、「電力技術基準整

備プロジェクト」の実施を要請してきました。同プロジェクトは2000年５月から2003年４月にかけて

実施され、その結果電力技術基準を整備できる人材の育成とともに、電力技術基準（Lao Electric Power 
Technical Standard：LETS）の整備がなされ、LETSは上記プロジェクト終了後の2004年２月に省令と

して発効、公布されました。しかしながら、LETSを効率的かつ円滑に運用するための電力関係者の行

政能力及び実務能力はなおも不十分であったため、引き続きラオス国政府からの要請を受け、JICAは

上記プロジェクトのフェーズ２として「電力技術基準促進プロジェクト」を開始し、電力技術６分野

（水力土木、水力発電、変電、送電、配電、屋内配線）に関する技術指導に知見をもつ行政官及び現

場技術者を持続的に養成可能とすることを目指しています。 

本報告書は、協力期間（2005年１月～2008年１月）の中間時点を迎えた本プロジェクトの活動実績、

カウンターパートへの技術移転の進捗状況や達成度に関して、PCM手法に基づいた評価５項目（妥当

性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点から日本・ラオス国双方で中間評価を行い、

プロジェクト後半の活動について協議した結果を取りまとめたものです。 

本報告書が今後のプロジェクトの展開や類似案件の実施に広く活用されることを願うとともに、本

調査団の派遣に対してご協力いただいた外務省、経済産業省など内外関係機関の方々に深甚の謝意を

表すとともに、あわせて引き続き一層のご支援をお願いする次第です。 

 

平成18年11月 

 

独立行政法人国際協力機構   

ラオス事務所長 森 千也  
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第１章 中間評価調査概要 
 

１－１ 調査団派遣の目的 

2006年９月現在、プロジェクトは３年の協力期間の中間段階にあることから、これまでのプロジェ

クト活動の実績を整理・確認するとともに、ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス国」と記す）関係

機関と合同で、評価５項目（効率性、有効性、インパクト、妥当性、自立発展性）の観点からプロジ

ェクトの評価を行い、プロジェクト目標の達成に向けた今後の対応方針をラオス国側と確認すること

を目的として中間評価調査を実施する。その際、評価結果を協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）

及び評価報告書として取りまとめ、ラオス国側カウンターパート（Counterpart：C/P）と共通理解を得

ることとする。 

 

１－２ 調査期間と調査団の構成 

 １－２－１ 調査期間 

  2006年９月13日～９月26日まで。 

日順 月日 曜日 調査内容 

１ ９月13日 水 「評価分析」団員成田発→バンコク着 

２ ９月14日 木 

「評価分析」団員バンコク発→ビエンチャン着 

JICAラオス事務所訪問（打合せ）／長期専門家打合せ 

C/P機関（DOE、EDL、MEM）への評価方法の説明 

３ ９月15日 金 長期専門家及びC/Pへのインタビュー 

４ ９月16日 土 資料整理 

５ ９月17日 日 休日、官団員成田発→バンコク着 

６ ９月18日 月 
官団員バンコク発→ビエンチャン着 

C/P機関表敬、C/Pへのインタビュー並びに情報収集 

７ ９月19日 火 C/Pへのインタビュー及び情報収集／M/M案の作成開始 

８ ９月20日 水 
長期専門家及びC/Pへのインタビュー及び追加情報収集 

関連ドナー（世銀、ADB）からの情報収集 

９ ９月21日 木 

JBIC送電線整備計画に係る調査団へのインタビュー 

セセット２プロジェクト関係者へのインタビュー及び追加情報

収集 

10 ９月22日 金 MEM/DOEとのM/M案に関する最終打合せ 

11 ９月23日 土 ナンマン３水力発電所視察 

12 ９月24日 日 休日 

13 ９月25日 月 
M/Mの署名交換、DIC報告、在ラオス日本大使館報告、ビエン

チャン発 

14 ９月26日 火 成田着 
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 １－２－２ 調査団構成 

担当分野 氏 名 所 属 

団 長 森  千也 JICAラオス事務所 所長 

電力技術評価 鳴海 英樹 海外電力調査会 

企画協力 小林  悟 JICA経済開発部 

計画評価 関根 創太 JICAラオス事務所 所員 

評価分析 小野澤雅人 （株）ピオニエ・リサーチ 

 

１－３ 対象プロジェクトの概要 

ラオス国の電力セクターは、電力の安定供給、電化率の向上、売電による外貨獲得の至上命題に対

して、これらを担う人材、知識、経験等が不足している状況にある。また、同国の発電設備、送変電・

配電設備は外国資本により建設されるものが多く、これらの設備がそれぞれの国の基準で建設されて

いることから効率的な運用・維持管理ができないなど様々な問題が生じている。 

こうした事情に基づくラオス国政府からの要請を受け、同国の実情に即した電力技術基準を整備し、

その運用を行うことのできる行政官育成を目的として、2000年５月から2003年４月にかけて「ラオス

国電力技術基準整備プロジェクト」を実施し、電力技術基準を整備できる人材の育成とともに、電力

技術基準（Lao Electric Power Technical Standard：LETS）の作成を行った。LETSは上記プロジェクト

終了後の2004年２月に省令として発効、公布された。 

引き続きラオス国政府からその次の段階の要請を受け、同国の電力関係者が同基準を効率的かつ円

滑に運用するための十分な行政能力及び実務能力を身につけることを目的として、2005年１月18日～

2008年１月17日の３年間の予定で本プロジェクトを実施中である。なお、実施機関はエネルギー鉱業

省（Ministry of Energy and Mines：MEM）の電力局（Department of Electricity：DOE）及び電力公社

（Electricité du Laos：EDL）である。 

本プロジェクトでは、電力技術６分野（水力土木、水力発電、変電、送電、配電、屋内配線）に関

する技術指導に知見をもつ行政官及び現場技術者を持続的に養成可能とすることを目標に掲げ、2006

年９月現在、電力事業監督機関（DOE）及び電力事業実施機関（EDL）にそれぞれ派遣されている長

期専門家２名（電力技術、電力技術基準運用）と業務調整員に加え、上記６分野の短期専門家が活動

している。 
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第２章 中間評価の方法 
 

２－１ 調査の目的 

JICA企画・評価部 評価監理室編「改訂版JICA事業評価ガイドライン」（2004年２月）（以下、「事業

評価ガイドライン」と記す）によると、評価の目的は以下のように定義されている（p.18）。 

 

（１）事業運営管理の手段として活用すること。 

・プロジェトの残りの期間の運営方針に関する検討材料 

・プロジェクトの終了、及びフォローアップの適否の検討材料 

 

（２）より効果的な事業実施のためにJICA及びEIEの学習効果を高めること。 

・課題別指針「省エネルギー」第２版へのフィードバック 

・キャパシティ・ディベロップメント（Capacity Development：CD）の検討 

・グッドプラクティスとしてのフィードバック 

・類似プロジェクトの立案・実施の際の参考材料 

 

（３）JICAにおける説明責任の確保のために広く情報を公開すること。 

・ホームページ、JICA図書館、国会図書館等による広報、情報公開 

 

２－２ 主要な調査項目と情報・データ収集方法 

本調査は「事業評価ガイドライン」をベースに、以下の三段階により評価を実施した。 

 

（１）プロジェクトの現状把握と検証 

実績の確認、実施プロセス及び因果関係を検証する。現状把握は、評価グリッドの作成～質問

表の作成～関係者へのインタビューの実施～インタビュー結果の評価グリッドへの記入という流

れで実施した。 

 

（２）評価５項目による価値判断 

開発援助委員会（Development Assistance Committee：DAC）の評価５項目（妥当性、有効性、

効率性、インパクト、自立発展性）の観点から評価を行う。 

 

（３）提言の策定、教訓の抽出とフィードバック 

有用性のある提言を策定し、教訓の抽出を行い、関係者へフィードバックする。 

 

合同評価報告書（Joint Evaluation Report：JER）は英語版をオリジナルとして作成し、ラオス国側

及び日本側の双方で構成される合同評価チームにおいて内容を審議・承認後、両国政府を代表して署

名交換を行った。(付属資料１のJERを添付した) 

結論の取りまとめは、実績の確認、実施プロセスの検証、５項目による評価を行ったうえ、その結

果を要約し、結論としてまとめた。 

提言の取りまとめは、JICA、DOE、EDLなどプロジェクトの関係者に対し、プロジェクトの今後の
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あり方について提言、助言を行うことを目的としている。評価項目別の評価結果及び結論に鑑み、今

後の見通しや必要な措置について関係者や関係機関を特定して助言を行った。提言は評価結果に基づ

いたものであるとともに、具体的で実現可能な内容になるよう留意した。また、これまでの長短期専

門家、C/P等プロジェクト実施者の問題意識の中から、特に重要と思われる提言がある場合は併せて記

載した。 

 

２－３ 評価５項目について 

本調査において用いられる「評価５項目」とは、①妥当性、②有効性、③効率性、④インパクト、

⑤自立発展性の５項目で、各項目は次のように定義され、これらの項目とプロジェクト・デザイン・

マトリクス（Project Design Matrix：PDM）に示された各要素との関係は、図２－１のようにあらわさ

れる。 

 

（１）妥当性 

評価時においてもプロジェクト目標、上位目標が有効であるかどうかを検討する。（ラオス国側

の開発政策、受益者ニーズ・実施機関ニーズとの整合性、計画設定の妥当性、援助国の支援政策

との整合性など） 

 

（２）有効性 

プロジェクトの「成果」の達成度合い、及びそれが「プロジェクト目標」の達成度にどの程度

結びついたかを検討する。 

 

（３）効率性 

プロジェクトの「投入」から生み出される「成果」の程度を把握する。各投入の質、量、タイ

ミング、の適切さを検討する。（派遣専門家、C/P配置、機材の供与、研修員受入れ、ローカルコ

スト、現地活動費） 

 

（４）インパクト 

プロジェクトが実施されたことにより直接的、間接的な正・負の影響を検討する。当初計画に

予想されていない影響を含む。上位目標は「期待される正の効果」として、効果の一つと捉える。 

 

（５）自立発展性 

自立発展に必要な、要素を見極めつつ、プロジェクト終了後の自立発展の見通しを検討する。

（実施機関の運営管理、財務、技術、社会経済的側面など） 
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図２－１ DAC ５項目を利用した評価 

 妥当性 

(Relevance) 
有効性 

(Effectiveness) 
効率性

(Efficiency) 
効果 

(Impact) 
自立発展性 

(Sustainability) 
上位目標 

(Overall Goal) 
  

プロジェクト

目標

(Purpose) 

 

成果 

（Output） 

プロジェクト

の目標と上位

目標は、評価

時においても

有効であるか 

｢プロジェクト

目標｣がどれだ

け達成されたか

 

プロジェクト

を実施した結

果、どのよう

に正負の影響

が直接的･間

接的に現れた

か 

投入 

(Input) 
  

｢投入｣がどれ

だけ効果的に

｢成果｣に転換

されたか 
 

協力終了後もプ

ロジェクト実施

による便益が持

続されるかどう

か。プロジェクト

はどの程度自立

しているか 

 

２－４ 技術移転モデル 

本プロジェクトの技術移転について「技術の送り手」「受け手」を視点として簡略に示すと、図２－

２に示すようになる。 

プロジェクト目標「The（sic）LETS is enforced within public and private sectors（ラオス国におい

て電力基準を運用するうえで電気事業者を管理する側であるDOE及び電気事業者であるEDLの双方に

より、LETSが主要電力設備に対して運用される）」は、DOE職員及びEDLのエンジニアの能力向上の

結果としてラオス電力技術基準促進プロジェクト（Lao Electric Power Technical Standard Promotion 
Project：STEP）Ⅰにおいて制定されたLETSが運用されることを指している。 

プロジェクト目標に対する指標は、以下のとおりである。 

The following facilities are inspected to apply the LETS and make action plans to be applied to the LETS.  
①All newly planned development projects by DOE and EDL, 
②On-going projects and existing facilities by DOE and EDL, 

All more than 2MW power plant,  
All 115kV transmission line in VTE,  
All substations in VTE,  
Distribution line all 5 zones in VTE,  
Facility and accident database in Vientiane Capital and its analysis. 

 

このことから、技術移転の道のりは、以下の図２－２のように示される。 
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プロジェクト活動によって「C/Pの能力向上」が得られ、その結果として技術基準運用のためのガイ

ド・ライン等が（一里塚として）充実する。完成した技術基準がすべての施設において適用され・運

用されるためには、「C/Pの能力向上」、並びに規制を実施するだけの組織強化（人、もの、金、組織、

手順）が必要である。本調査においては、図２－２に示す道のりにおいて、それぞれの参加者がどの

ような役割を果たしているのかについて評価する。 

技術移転
（C/Pの能力向上）

（運用に必要なガイド･ライン等の策定？ ただし実態は？) 

プロジェクト
目標（LETS の

運用） 

技術基準運用支援 

上位目標 
（安全性の向

上） 

（C/P 機関の能力向上？）

図２－２ 技術移転モデル 

日方専門家 C/P 能力向上された C/P
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第３章 評価結果 
 

３－１ プロジェクトの実績（投入、成果、目標達成度） 

 プロジェクトの実績（投入、成果、目標達成度）に対する評価は、PDMに記載されている指標をも

とに実施した。その結果は、JERの3. Results of Evaluation, 3-1 Achievements of the Project並びに、3-2 
Input Performanceで詳しく述べている（付属資料１のJER参照）。全体として、プロジェクトの投入は

当初の計画のとおりに実施されており、それに基づく成果と、目標達成度についてはほぼ当初の計画

通りの実績があがっている。特に、成果１「LETSの関連ガイドライン等の整備」の達成度が高い。今

後は、これらを用いて実際のプロジェクトの設計審査並びに現場での設備検査を通じて、LETSを運

用・管理していくための技術の移転や、LETSを用いたEDLの技術者の養成が行われる予定である。 

 

３－２ プロジェクトの実施プロセス（実施プロセスの把握結果） 

 プロジェクトの実施プロセスに対しては、JERの3-3 Implementation Process of the Projectにおいて詳

しく評価されている。 

 プロジェクトは、それぞれ合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）で承認を受けた実

施計画（Plan of Operation：PO）と年間活動計画（Annual Work Plan：AWP）に基づいて実施されて

いる。 

 

３－３ 評価５項目の評価結果 

 ３－３－１ 妥当性 

評価調査団は、PDMに定義されている上位目標及びプロジェクト目標のいずれもが、現在も以下

の理由により妥当であると結論付けた。 

STEP Ⅱは、ラオス国の電力セクターポリシー（2001年３月制定）に準拠して実施されている。

また、現在実施中あるいは計画中のプロジェクトに適用されている技術基準がプロジェクトの主体

によって異なっていることが、プロジェクトの審査や運営管理における様々な問題を生じさせてい

ることから、ラオス国における統一的な電力技術基準であるLETSの普及へのニーズは高い。LETS
の普及は、ラオス国の電力セクターの安全性と質の向上を確実なものとする効果的な方法である。 

本プロジェクトは、DOEとEDLの開発プロジェクトを実施していくための能力強化を支援するも

のであり、ひいてはラオス国自身による高品質の電力供給と社会経済開発の実現に資するものであ

る。 

 

 ３－３－２ 有効性 

プロジェクトは現在も実施中であるが、プロジェクト目標を達成する可能性は、以下の理由で高

いと考えられる。 

双方の当事者の共同作業による努力によって、LETS運用のガイドラインと、関連マニュアル類の

製作・編纂が行われており、これらの作業は2006年９月までにほぼ終了した。引き続き、10月に組

織される翻訳委員会による審査を経て、まもなく完成するとの説明を得た。 

プロジェクト活動の一つとして、DOE内部に規制部門あるいは規制部署の設立について討議検討

が行われている。規制部門は、電力施設の設置及び建設を実施するEDLあるいは民間会社からの申

請図書の審査を行う際に、LETSを運用することとなる。LETSを司る規制部門は、将来DOEのなか
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に設置される「電力管理及び規制部門」の設立準備を行う部署として2006年12月までに設立される

との回答がラオス国側より得られている。このような組織の設立をもって、技術協力を通じて習得

した知識と能力を用いた業務を実際に実施することが可能になると考えられる。 

 

 ３－３－３ 効率性 

双方からの投入実績に基づくと、全体として投入の質と数量は適切であると考えられ、現在まで

本件の効率性は高いと評価できる。双方とも2004年12月７日付け討議議事録（Record of Discussion：
R/D）で規定された活動を実施している。なかでも、成果１「LETSに関連する補足的なガイドライ

ンとマニュアルが執筆される。」が最も進捗している。プロジェクトに対する全体的な満足度は高く、

予定通りの進捗を示している。 

実施したインタビューの結果分析から、以下の諸点について指摘することができる。①コミュニ

ケーションと情報共有の改善の必要性、②長短期専門家の役割と責任分担の明確化、③プロジェク

トの枠組みとワークプランの明確化、④モニタリング・メカニズムの設置。以上のような問題の解

決には関係者間での話し合いが必要である。 

 

 ３－３－４ インパクト 

評価時点において、ほとんどの活動は現在も進行中であることから、目に見えるインパクトはま

だ確認することができなかった。 

 

 ３－３－５ 自立発展性 

自立発展性確保の観点から、評価結果より以下のような点を指摘することができる。  

現状の技術移転活動はガイドラインとマニュアルの整備を中心に行われており、プロジェクトの

戦略として本来狙ったとおりの道筋をたどっている。これらの活動を通じて、C/Pはそれぞれの日常

業務においてLETSを適用し管理する知識と技術の習得が可能である。プロジェクトは、DOEに対し

て、LETSの規制関連のすべての業務に責任を負う規制部門（部署）の設置を求めている。このよう

な組織改革は、C/Pがより高度な内容を学習することの動機付けともなりうる。 

 

 ３－３－６ 効果発現に貢献した要因 

（１）LETS関連図書の整備と、短期専門家による技術的なトレーニングの実施による相乗効果 

本プロジェクトは、前フェーズのプロジェクトにおいて策定されたLETSの運用に必要なガイ

ドラインや説明書等の関連図書の作成や検査官・技術者を養成するためのトレーナートレーニ

ングの実施を通じて、C/Pの能力開発を図るものである。これらは、長期・短期専門家の指導の

もとで実施されており、図書の整備並びにそのラオス語化の過程において、LETSへの理解を深

めることにより、電力行政に携わる行政官・EDLのトレーナーとしての技術を習得することに

なっている。関係者へのインタビューによると、これまでに実施された研修が、実際の業務に

役に立っているということである。また、今後電力施設の設置・建設を希望する事業者や投資

家からの申請書類の審査や現場における検査立会い、並びにエンジニア養成の研修を通じて

LETSを実際の現場の業務に適用させていくなど、これまで獲得した技術・知識を有機的に結び

つけていくことが可能である。 
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（２）LETSが法制化されていること 

技術面では、まだC/Pに成長の余地があるとしても、前フェーズ終了後の早い段階でLETSが
法制化され、国の制度として厳然として位置付けられたことは、プロジェクトの実施に大きな

効果をもたらしている。また、プロジェクトの実施によって、実際に当制度が運用・適用され

ていくことが大いに期待される。 

 

（３）問題点及び問題を惹起した要因 

これまでのところ、「計画内容に関すること」並びに「実施プロセスに関すること」の双方と

も、問題点及び問題を惹起した要因は該当する事由はない。 

 

３－４ 結 論 

評価調査団は本プロジェクトが、PO（付属資料１のJER ANNEX 4-1-2）とAWP（同ANNEX 4-1-3）
に従って実施され、計画通りの成果を出しているという結論を導いた。とりわけ、成果１「LETSに関

連する補足的なガイドラインとマニュアルが執筆される。」はもっとも進捗している。 

しかしながら評価団は、特にプロジェクト管理面における改善点を、調査期間中に実施した質問票

とインタビューの結果に基づいて指摘した。 

C/Psはこれまでに、ガイドラインとマニュアルの整備を通じて、LETSの運用と管理に必要な知識と

技術を習得してきた。DOEの検査官とEDLの技術者を対象としたトレーナートレーニングは現在実施

中である。DOEの中の規制部門は2006年12月までに設置されることから、プロジェクトは第４章にあ

げる提言をもとに、そのプロジェクト目標を達成することが可能であると考える。 
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第４章 提言と教訓 
 

４－１ 提言（本プロジェクトに関する具体的な提案、助言等） 

評価調査団は、プロジェクトの実施を成功させるために以下のような提言を行う。 

 

（１）DOEにおける規制部門の設置 

両国の関係者は、LETSの適用を推進するために、規制部門の設置が非常に重要な役割を果た

すことを確認した。評価調査団は、プロジェクト終了後も継続的な規制業務を行うための適切な

権限をもつ規制部門の設置を求めた。DOEは、これまでも独立電力事業者（Independent Power 
Producer：IPP）、またはEDLから提出された設計図書の審査を試行的に実施してきたが、今後も

こうした審査を継続して実施していくことを表明するとともに、2006年12月までの規制部門の設

置をコミットした。調査団はJICAラオス事務所がこのようなラオス国側の努力を継続して支援す

るよう勧めた。 

 

（２）翻訳委員会の発足 

LETS関連図書の英語版はプロジェクトの活動を通じてほぼ完成しており、これら図書のラオ

ス語への翻訳もほぼ完了しているが、翻訳の適切さと正確さが不十分であることが指摘されてい

る。そのため翻訳内容を検証するための翻訳委員会が設置される予定だが、評価調査団はその設

置が本来のスケジュールより遅れていることから、できるだけ早期に設立する必要があると指摘

した。 

DOEはMEM、法務省、科学技術環境庁（Science, Technology and Environment Agency：STEA）、

教育省等から推薦されるメンバーで構成される翻訳委員会の2006年10月までの設置、並びに約２

か月程度の作業を経て翻訳内容の照査を完了することをコミットした。評価調査団は、LETS関
連の研修に重要な役割を果たすことになるEDLの研修センターも翻訳委員会に加えるべきと指

摘した。 

 

（３）JBIC送電線プロジェクトとの連係 

国際協力銀行（Japanese Bank for International Cooperation：JBIC）プロジェクトは、LETSが
プロジェクト初期の段階から適用され、DOEがその設計図書の審査を行う最初のケースである。

しかし、プロジェクトが2008年１月をもって終了する予定である一方で、当該審査は同年１月か

ら２月に行われる予定である。 

両国の関係者は、プロジェクトがそれぞれのC/Pが初めての本格的な審査業務を滞りなく実施

するためにプロジェクト専門家によるサポートを推奨した。評価調査団は、こうしたサポートを

実現するためにプロジェクトを２～３か月程度延長すべきと提言した。JICAは、この指摘を考慮

するとともに、延長については終了時評価の際に決定する旨表明した。 

 

（４）PDMの改定 

評価調査団は、PDMの指標等をプロジェクトの実情に合うよう、改定することを提言した。例

えば、指標２－１は、「20名のトレーナーが訓練を受ける。」であるが、C/Pのうちの何人かは既

にIPP等の外部の組織に異動し、20名以下となっている。 
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また、PDMの改定作業は指標の改定にとどまらず、C/Pがプロジェクトの枠組みをより深く理

解するために役立つことから、調査団はC/Pがプロジェクトの理解を深めるためにもプロジェク

ト・サイクル・マネジメント（Project Cycle Management：PCM）ワークショップを実施すべき

と提案した。今後、PDMは必要に応じて改定され、その内容は日本の会計年度末に実施される予

定のJCCにおいて承認を得ることとなる。 

 

（５）DOE個別専門家によるプロジェクトへの支援 

評価調査団は、より効率的・効果的なプロジェクト活動を実現するために、DOEに派遣されて

いる長期専門家によるプロジェクトへの支援を提言した。 

 

（６）コミュニケーションの向上と情報の共有 

コミュニケーションの向上と情報の共有によってプロジェクトに対する理解度を高めるため

に、様々な地位と責任を負うメンバーによる定期的な会議の開催が必要である。 

C/Pへの質問票とインタビューで明らかになったいくつかの指摘において、両国間並びにそれ

ぞれのサイドにおいて、情報共有とコミュニケーションの改善の必要性が指摘されている。時に

は誤解によって不必要な摩擦が生じていたことが指摘されている。両者は、公式・非公式の情報

共有の場を設けることによってプロジェクトの日常活動に対する共通理解を高めることの必要

性を確認した。こうした共通認識に基づいて長期専門家（業務調整担当）は、様々な事柄につい

て討議する定期的な会議・打合せの場をもつように提案した。（付属資料１のJER ANNEX 6） 

 

（７）業務上の責任範囲の明確化 

長期専門家の責任については、重複した責任と複雑な分担によって、不明確な部分があること

が指摘されている。現在、３名の長期専門家は、チーム一体としての成果を出すことが求められ

ている。しかしながら、このような一体的な意思決定の仕組みは、時として意思決定に時間を要

する場合がある。また、現在の支援体制では、プロジェクトリーダーとして、プロジェクト全体

の実施責任を負う者がいない。このことは、プロジェクトを担う長期専門家の役割の不明確さに

つながっている。 

調査団は、長期専門家の役割分担をより明確化することを提言した。これによると、それぞれ

の長期専門家は、PDMの成果項目に基づいて実施と監理の責任を負うこととなる。その詳細につ

いては、上の項目において設置が提案されている諸会議において決定されるべきとされた。 

 

４－２ 質問票の集計結果とデータの解釈について 

 ４－２－１ 分析の方法 

現地調査期間中に短期専門家並びにC/Pに質問票を配布して回答を求めた。その結果を踏まえた

うえで各人へのインタビューを実施して質問票を補足するための情報を収集した。これら調査結果

を総合的に判断すると、プロジェクトの現状を以下のように解釈することができる。本調査結果を

もとに現状・課題の分析並びに対応策の検討がなされることが望まれる。 
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 ４－２－２ プロジェクトの現状 

（１）プロジェクト全体に関するラオス国側のニーズの充足・満足度の高さについて 

設問１で「移転された技術・知識の内容は、ラオス国側の要求するニーズを満たしたものだ

ったか」を短期専門家に問うたところ、平均で70ptとなる回答結果を得た。この結果から、短

期専門家としては全体としてラオス国側の期待に応えたという感想をもっていることがわかる。 

一方、C/Pに対して行った同様の質問（設問１）「Subject matter covered by STEP Ⅱ is appropriate 
to promote and apply LETS.」に対しても、DOEからは77pt、EDL側からは83ptと、全体として

高い満足度を示す回答を得ている。これらC/Pからの回答は、短期専門家の回答よりも高い数値

であることから、相対的な満足度はラオス国側のほうが高いということがわかる（指導者のほ

うが、自分のパフォーマンスに対して厳しい評価をするのは普通のことである）。 

次に、個人レベルの成長に本プロジェクトがどのように役に立ったかを問う質問である設問

６「Overall benefit from the technical cooperation is significant for my career development/advancement 
etc.」に対しては、DOEは77pt, EDLからは80ptの評価となっており、プロジェクトから得られ

る利益は大きかったと評価していることがわかる。 

 

（２）日本側の指導方法に対する評価 

次に、技術移転の指導方法に関する設問について分析する。短期専門家に対する設問３「日

方の指導方法は、指導する技術・知識の内容・目的に照らし合わせて、常に最も適切な方法で

行われていたか」に対して、60ptと比較的厳しい評価をしていることがわかる。一方、C/Pに
対して行った同様な趣旨の質問である設問２「Methodology used by STEP Ⅱ is helpful for my 
learning to gain knowledge, skills to promote and apply LETS.」及び、設問４「Methodology which 
Japanese Experts (both long-term and short-term) used is helpful for my learning.」に対して

C/P側からの回答は、前者に対してはDOEが75pt、後者に対しては71pt。EDLからの回答では、

前者が83pt、後者に対しては75ptという結果が得られた。いずれも質問票の定性的データの一

般的な目標点である70pt以上を示している。日本側がこの分野で比較的辛口な評価をしている

ことの理由として、設問９「研修や講義は無理のない日程が組まれていたか」と、設問10「座

学による講義と、機材を使った実習のバランスは適切であったか」に対する自己評価が低いこ

とがある。これは短期専門家が、①より柔軟なかつ長期の日程を組むこと、②プロジェクトを

通じた実践的な技術・知識が習得できるようオン・ザ・ジョブ・トレーニング（On the job 
training：OJT）を現状より強化すべきこと、③短期専門家ではなく全分野の専門家を長期専門

家として技術移転を行うべきなど、現状のプロジェクトの枠組みを改善するための指摘をして

いることの反映と思われる。 

 

（３）日本側の指導の内容・質について 

日本側が提供した技術コンテンツの内容・質は、日本側、ラオス国側双方が高く評価してい

ることがわかる。これは設問４「日方の行った技術指導の内容は、ラオス国の電力事情に配慮

したものだったか」に対し、日方専門家は85ptをつけている。また、設問５「日方の提供した

技術・知識は、実践的かつ有用で、ラオス国の電力において即時に応用あるいは適用可能なも

のであるか」という質問に対して75ptと、比較的高い評価をしていることからも伺える。 

一方で、設問６「日方専門家は、十分な業務知識・技能をもっていたか」に対して、短期専
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門家は65ptと比較的辛口の評価をしている。その評価の理由については、長期専門家との連携

が弱い、短期専門家不在の間の技術的課題をC/Pに与える際の長期専門家のフォローアップ不足

など、両者の協力関係について改善の余地があることが指摘されている。 

 

（４）獲得した技術の有用性・有効性について 

専門家は、設問12「C/Pは新たに習得した技術・知識を使って日常業務を行っていることを確

認したか」について、65ptの評価としている。C/P側からは、様々な移転技術についてその有用

性を評価する声が上がっている。専門家側からの評価が比較的低かった理由は、①C/Pの日常業

務について短期専門家が実際に評価する時間がなかったこと、②C/Pの技術習得の水準を客観的

に計測していないことなどが考えられる。 

 

（５）業務の改善などへの応用の度合い 

専門家は、設問13「C/Pは、新たな技術・知識によって具体的な業務の改善を行うことができ

たか」に対して、60ptと比較的低い評価を付している。一方、C/P側からは、かかる知識・技能

を実際の現場活動へ応用するためには、「現在行われている技術移転の技術的な水準をさらに高

度な内容とすべき」という意見が表明されている。他方、長期専門家側は設定されている技術

移転の水準はLETSの運用に必要かつ十分であり、技術水準には過不足がないとの認識をもって

いる。技術の習得には際限がないことや現在の技術習得状況が必ずしも十分ではないこと考慮

すると、プロジェクト、国内支援委員会などで検討のうえ、両国関係者が習得目標について合

意することが必要である。 

 

 ４－２－３ 質問票に対する今後の対応について 

（１）中間評価時点でのプロジェクト運営上の改善点について 

前章で指摘した事項の多くは、中間評価の時点で検討・討議されたもので、それぞれの対策

を残りのプロジェクト期間に実施することとなっている。例えば、プロジェクト関係者間のコ

ミュニケーションの問題は、情報共有、プロジェクトの枠組みの理解などとともに、公式、非

公式のチャンネルを介してプロジェクト関係者が情報共有を図る機会を増やすよう、定期的な

会議を開催することが提案されている。 

 

（２）質問票の自由記述欄での専門家批判について 

C/Pが記載した質問票の自由記述欄において、長期専門家に対する批判的なコメントが一部

見られた。これらの多くは、該当する欄の設問の趣旨とは関連なくランダムに記入されている

ことが特長である。批判の多くは、具体的な事実を伴っていないもの、主観に基づくものなど、

一方的な批判も多い。記述内容やその書き振りはともかく、これらの取り扱いについては、単

純に批判の一つ一つへの対応策を考慮したり、過剰に反応するよりも、批判の真意や、この機

会にコメントした理由についてより深い調査を行うことが必要と思われる。 

一般に社会調査で定性的なデータを取得する場合（質を問う場合）は、本調査で採用したよ

うな自由記述欄へのランダムな記述よりも、個別のインタビューから得られたデータのほうが

信頼性が高く、本中間評価調査においても個別インタビューで得られた情報を重視している

（アンケートへの自由な書き込みよりも、調査者の面前で表明された意見のほうがその情報に
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対する信頼性は高い）。 

今次の評価調査において実施したC/Pへの面接調査では、専門家に向けた単純な批判は少な

く、むしろラオス国側を含むすべてのプロジェクト関係者間の情報共有やコミュニケーション

不足や、プロジェクトの枠組みに対する理解度の低さ、あるいは専門家の位置付け・役割に対

する理解不足が明らかになった。特に、コミュニケーション不足やプロジェクトの枠組みへの

理解不足を緊急に解決すべき課題として問題提起したC/Pもいた。本調査の評価結果にも、提

言としてこの問題が指摘されていることを受けて、専門家からはコミュニケーション改善のた

めの方策を話し合うべきという提案があった。この提案をもとに今後定期的な会合がもたれる

予定であり、今後のプロジェクト活動においてはコミュニケーションや情報共有の不足が改善

されることが期待される。 

 

４－３ 今後の進め方（提言を踏まえて） 

 ４－３－１ PDMの改定の必要性について 

提言に含められたPDMの改定は非常に重要と思われる。JICAのPCM作成ガイドラインに照らし合

わせると、現行のPDMで成果としてあげられている「LETSの規制部門の設立」の解釈に誤解があ

る。そのためプロジェクトの管理面において様々な誤解や不必要な問題を生じさせている。 

具体的には、成果４として「4. Management structure for the LETS is formulated.」、さらに「4-1 
Responsible unit for the LETS is established.」があげられている。これは、「規制部門の設立」と解

されており、この解釈をもとにプロジェクト並びに評価調査団がDOEに対して規制部門の設立を強

く求めている。（今調査団において交渉の結果、2006年12月の設立という回答を得た。） 

しかしながら、PCMの作成ガイドラインによると、上記「4-1」の内容は、相手国側の組織制度

にかかわる成果である。この項目はプロジェクト実施上、非常に重要な項目でありながらその正式

な設立が相手国政府の公式な決定にゆだねられており、その実現の可能性は高いとはいえ、100％

確かかどうかはプロジェクトの計画時においては明らかではなかった。それゆえPCM本来の考え方

に立脚するならば、「規制部門の設立」は外部条件*として取り扱うべきものであった。 

一方で、本件では「規制部門の設立」を外部条件とした場合、仮に正式な規制部門の設立が見送

られると、このプロジェクトが成り立たなくなってしまう弊害がある（＝キラーアサンプション）。 

そのため、万一規制部門の設立ができなかった際にプロジェクト目標を達成させるためには、プ

ロジェクトにおいて以下のことを実施する必要がある。 

（１）規制部門の実施する業務を試行的に実施する。 

（２）規制部門が行うべき審査能力を持った職員を配置する。 

（３）規制部門の職員として必要な能力をDOEの職員に習得させる。 

（４）（どのような組織形態かにかかわらず）将来規制部門が実施すべき業務がプロジェクト活動の

一つとして実質的に行われる。 

以上を勘案すると、成果４の解釈は、「正式な規制部門＝Division」の設立と解してその部門の「設

立の有無」を指標とするのではなく、「将来的に規制部門が設立されたときに業務が行うことがで

きる人員、体制、LETSに係る技術・知識を含む審査能力の有無」を指標とすべきであろう。 

                         
* 外部条件は、①プロジェクト成立のために必要な条件で、②プロジェクト自身のコントロールでは成立しないもので、かつ③その

条件を満足するかどうか明らかでないもの、とされている。これらは、プロジェクト実施上のリスクとして、モニターされるべき

項目である。 
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本調査においては、前者の解釈に基づいて規制機関の設立をラオス国側に強く求めてきたが、本

来は後者の解釈に基づいてプロジェクトの終了時までに、実質的な審査能力が獲得できるかどうか

に焦点をあてるべきである。 

今後の対応としては、まず12月までに規制部門が設立されるかどうかを見届け、万一同部門が設

立されない事態となった場合、PDMを改定するか否かについてJCCなどの場において結論を出すこ

とが望ましい。 

 

 ４－３－２ 実際的な場面での応用の必要性（今後の指導の方法） 

C/Pに配布した質問票の記載結果を見ると、LETS関連図書の作成を通じて習得した知識・技術を

実際の技術審査にどのように応用すればよいのかについて理解したいという声が上がっているよ

うに解釈された。 

こうした意見を考慮すると、現場での検査を伴う書類審査など運用現場に実際に即した訓練が増

えることが望まれる。（実際、今後の活動計画では実践面がより強調されるということである。） 

なお、質問票には特定の技術分野の内容についての技術移転・指導について様々な要求が示され

ている。これらは、C/Pの本来業務に照らし合わせて、①何を、②どのくらい、③どのような方法

で、④いつ実施するのかについて、純粋に技術的な評価が未完である。本調査の質問票で提示され

た（一見）技術的な要求が、本プロジェクトの目標に照らし合わせた「真のニーズ」なのか、それ

とも単なる技術的・知的欲求を満たすための「ショッピングリスト」なのかについては、長期専門

家＋国内支援委員会において検討することが望まれる。 

 

 ４－３－３ 長期専門家と短期専門家との連携について 

短期専門家の帰国後、長期専門家がフォローアップすることになっているが、実際には、技術分

野はかなり細分化されており、C/P個人個人の学習ニーズは多様ですべてを直接（長短期の）専門

家が指導することはできない。長期専門家は、プロジェクトの管理・運営など技術移転以外の業務

に従事していることもあり、こうした事情への理解に疎いC/Pには長期専門家の役割は必ずしも明

確でないと考えられる。 

短期専門家の技術移転活動のすべてを長期専門家がフォローすることは、現実的ではないことを

勘案すると、短期専門家も一定程度日本国内での作業期間を確保することが望ましい。そこで短期

専門家との連携を促進するための長期専門家の役割を明確化するとともに、必要に応じて短期専門

家には一定程度（非常に少量）の国内作業のM/Mを付与することが望ましい（現状、C/Pからの質

疑に、短期専門家が帰国後の日常業務の時間内に答えることは困難であることから）。 

 

 ４－３－４ コミュニケーション 

コミュニケーションの改善・強化については、現地事務所を含め専門家間での調整が望まれる。

着実な成果が上がっているにもかかわらず、C/Pへの一言が伝わっていないだけで、つまらない誤

解に基づく不満が表明されている。できるだけ、専門家側からラオス国側に情報を与えて、プロジ

ェクトの枠組みを理解させる努力が必要である。 

 



付 属 資 料 

 

１．ミニッツ 

（協議参加者リスト、合同評価報告書含む） 

 

２．関連機関 

（世銀、ADB、JBIC プロジェクトオフィス）へのヒアリング結果 

 

３．評価調査結果要約表 
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Objective: To get information related to STEP2 Project and discuss the perspective of the project 

Organization World Bank ADB JBIC Project Office in EdL  
応対者 Mr. Molten Larsen  

(Consultant - Infrastructure) 
Mr. Edvard M. Baardsen 
(Senior infrastructure Specialist) 

Mr. Saysanith PHOUNSAVATH 
(Project Manager for Greater Mekong 
Power Network Development Project) 

STEP2の認

知度 
• プロジェクトの概要については既知であったが、

活動の詳細についてはあまり知られていなかっ

た。  

• プロジェクトの概要については既

知であったが、活動の詳細について

はあまり知られていなかった。  

• （JBICプロジェクトは初期段階か

らLETSが適用されるので）よく認

知されていた 

STEP2との

連携 
• 特になし • 特になし • STEP2とJBICそれぞれのプロジェ

クトメンバー間のミーティングが

既に数回開催されている。 

LETSに対す

る意見 

• STEP2 の 活動 を 通じて 設 立され る 予定の

“Regulatory Division”は技術面だけでなく、財

務面の審査も担うべき 

• 新組織となるRegulatory DivisionとLNCE (Lao
National Committee for Energy)との役割分担をは

っきりさせるべき。例えば新組織はプロジェクト

認証業務、LNCEは投資促進業務に特化するな

ど。 

• インドシナ地域における電力関連

の国際基準はタイのそれに倣う場

合が多いことに留意する必要があ

る。 

• RPTC （ Regional Power Trade
Company ） や IEC(International
Electric Code) 

• LETSをいかに現実的に適用する

かは、どのようなマネジメントシ

ステムを構築できるかにかかって

いる。ただし、電力会社によるISO
取得は非常に困難である。 

その他 • EDLに世銀のコンサルタントが配置される予定

で、電力需要管理や省エネルギーにかかる業務に

従事する予定。その際、電力政策アドバイザーと

して既に配置されているJICA専門家との連携を

図り、相乗効果が発現するよう配慮したい。 

• EDLが推進している送電線延伸への支援を通じ

た地方電化促進について支援していきたい。その

際、民間セクターを配電分野に参入させるための

具体策を講じていきたい。 

• 小規模IPP事業者を対象とするファンドの設立・

運営に対する支援を検討したい。 
 

• 北部地域の地方電化を目的に、ルア

ンパバン－ルアンナムタの送電線

（115kv）建設を中心とする北部地

域電力網整備事業をNDF（Nordic
Development Fund）との協調融資に

より推進している。 

• ナムグム３ダムを新規融資案件と

して想定しており、同案件へは丸紅

も出資する予定。 

• 当プロジェクトに配置されている

EDL職員は現在６名だが、設計段

階から建設段階へ移る来年４月に

は30名に増強される予定。 

• EDLとしてはADB資金によるナム

グム－バンビエンの送電線建設を

予定している。 
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３．評価調査結果要約表

１．案件の概要 

国名：ラオス国 案件名：電力技術基準促進プロジェクト 

分野：電力 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：アジア部 協力金額： 

先方関係機関：エネルギー鉱業省（MEM）の電力局

（DOE）及び電力公社（EDL） 

協力 

期間 

2005 年１月 18 日～2008 年 1 月 17 日 

（３年間） 

日本側協力機関：海外電力調査会 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景 

ラオス国の電力セクターは、電力の安定供給、電化率の向上、売電による外貨獲得の至上命題に対し

て基礎的人材が不足している状況にある。また、同国の発電設備、送変電・配電設備は外国資本により

建設されるものが多く、これらの設備がそれぞれの国の基準で建設されていることから効率的な運用が

できないなど様々な問題が生じている。 

 そこでラオス国の実情に即した電力技術基準を整備し、その運用を行うことのできる行政官育成を目

的として、2000 年５月から 2003 年４月にかけて「ラオス国電力技術基準整備プロジェクト」を実施し、

電力技術基準を整備できる人材の育成とともに、電力技術基準（Lao Electric Power Technical Standard：

LETS）の作成を行った。LETS は上記プロジェクト終了後の 2004 年２月に省令として承認された。 

 その次の段階として、ラオス国の電力関係者が同基準を効率的かつ円滑に運用するための十分な行政

能力及び実務能力を身につけることを目的として、2005 年１月 18 日～2008 年１月 17 日の３年間の予定

で本プロジェクトを実施中である。なお、実施機関は MEM の電力局（DOE）及び電力公社（EDL）で

ある。 

 本プロジェクトでは、電力技術６分野（水力土木、水力発電、変電、送電、配電、屋内配線）に関す

る技術指導に知見をもつ行政官及び現場技術者を持続的に養成可能とすることを目標に掲げ、電力事業

監督機関（DOE）及び電力事業実施機関（EDL）にそれぞれ派遣されている長期専門家２名（電力技術、

電力技術基準運用）と業務調整員に加え、上記６分野の短期専門家が活動している。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

ラオス国の電力設備の安全性が高まり、電力セクターが健全に機能することで安定した電力が供

給される。 

 

（２）プロジェクト目標 

ラオス国の行政組織および電力事業者内において電力技術基準が機能する。 

 

（３）成果 

１）LETS 運用に必要なガイドライン・検査マニュアルが整備される。 

２）OJT を通じて、DOE および EdL のカウンターパートが基準運用に関する研修を適切に実施でき

る知見及び技術を身につける。 
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３）LETS 運用の担当者（検査官、技術者）が育成される。 

３－１）DOE スタッフは検査員としての技術・知見を身につけ、その内容を PDIH に対して教育

する。 

３－２）EdL の技術者は自身の業務で LETS を活用・遵守できる能力を身につける。 

４）LETS 運用に必要な管理体制が構築される。 

４－１）LETS 運用に管理組織（検査機関及び第３者監視機関）が確立する。 

４－２）LETS 運用に関係する機関・組織・職員の責任と役割が明確になる。 

４－３）LETS 運用について審査・協議・評価する仕組みが構築される。 

５）行政機関、電気事業者のみならず、電力セクターの関係者に対し、LETS の重要性を考え方が普

及する。 

 

（４）投入（実績） 

日本側： 

長期専門家派遣 延べ３名 合計 108M/M 

機材供与 160,270 米ドル 

短期専門家派遣 延べ 33 名 

ローカルコスト負担 85,556 米ドル 

研修員受入れ  延べ５名 

相手国側： 

カウンターパート配置 延べ 33 名 

機材購入 

土地・施設提供（事務スペース、研修施設、同建屋、電気、水道、燃料等） 

ローカルコスト負担 22,100 米ドル 

２．評価調査団の概要 

担当分野 氏名 職位 

団長 森  千也 JICA ラオス事務所 所長 

電力技術評価 鳴海 英樹 海外電力調査会 

企画協力 小林  悟 JICA 経済開発部 

計画評価 関根 創太 JICA ラオス事務所 所員 

調査者 

評価分析 小野澤 雅人 株式会社ピオニエ・リサーチ 取締役 

調査期間 2006 年９月 13 日～2006 年９月 26 日 評価種類：中間評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

STEP Ⅱは、ラオス国の電力セクターポリシー（2001 年３月制定）と、同国の電力セクターに照

らし合わせて高いニーズがある。LETS の法制化は、同国の電力設備が様々な規格・基準に基づい

て整備されている現状を改め、安全性と質の向上を確実なものとする効果が期待される。本プロジ

ェクトを通じ、DOE と EDL のプロジェクト実施能力が強化され、同国高品質の電力供給と社会経



－101－ 

済開発の実現が期待されることから、妥当性が高い。  

 

（２）有効性 

本プロジェクトは、LETS を運用・実施するためのガイドラインと、マニュアル類の製作・編纂

が実施され、2006 年 10 月に組織される翻訳委員会による審査を経て、まもなく完成する見通しで

ある。また、DOE 内部に設置される予定の規制部門または規制部署についても年内に実現する見通

しである。これにより、LETS の運用が行われる見通しであることから、プロジェクト目標の達成

の可能性は高く、プロジェクトの有効性は高いと評価された。  

 

（３）効率性 

全体として、プロジェクトへの投入資源の質と数量は適切であると考えられることから、現在ま

での本プロジェクトの効率性は高いと評価できる。プロジェクトの全体の進捗は、ほぼ予定通りの

進捗を示している。しかし、運営面では、コミュニケーション向上や情報共有などになお改善の余

地があることが指摘されており、その解決について関係者間での話し合いが必要である。  

 

（４）インパクト 

評価時点において、ほとんどの活動は現在も進行中であることから、目に見えるインパクトはま

だ確認することができなかった。 

 

（５）自立発展性 

自立発展性確保の観点から、DOE 内部に、LETS の規制関連業務のすべてに責任を負う規制部門

（部署）の設置が必要である。 

 

３－２ 効果発現に貢献した要因 

（１）LETS 関連図書の整備と、短期専門家による技術的なトレーニングの実施による相乗効果 

STEP I で策定された LETS の運用に必要なガイドラインや説明書等の関連図書の作成に、検査官・

技術者を養成するためのトレーナートレーニングを組み合わせて実施することを通じ、C/P の能力

開発を目指している。プロジェクトの実施主体はラオス国側で、長・短期専門家の指導により、業

務が実施されている。また、ラオス語化の過程で C/P は STEP 条文の理解を深めることができる。

今後は、電力施設の設置・建設に係る書類審査、検査立会い、エンジニア養成研修の実施を通じ LETS

を実際の現場の業務に適用させていく経験を重ね、これまでに獲得した技術・知識を有機的に結び

つけていくことが可能である。 

 

（２）LETS が法制化されていること 

フェーズ I 終了後の早い時点で LETS が法制化され、国の制度として厳然として位置づけられて

いることは、プロジェクトの実施に大きな効果をあげている。プロジェクトの実施によって、実際

に制度が運用・適用されていくことが明らかである。 
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３－３ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

該当なし 

 

（２）実施プロセスに関すること 

該当なし 

 

３－４ 結 論 

評価調査団は本プロジェクトが、PO (ANNEX 4-1-2) と AWP (ANNEX 4-1-3)に従って実施され、

計画に従った成果を出しているという結論を導いた。しかしながら、プロジェクト管理面において若干

の改善を、指摘した。プロジェクトは、ほぼ計画通り進捗していることから、以下の提言に基づいて活

動することにより、プロジェクト目標を予定通り達成するが可能であると考える。 

 

３－５ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

 ３－５－１ DOE 内部に規制部門を設置することの重要性 

関係者は、LETS の規制を推進するために、DOE 内に適切な地位をもつ規制部門が設置されること

が重要であることを確認し、その設置を 2006 年 12 月を目途に推進することを約した。DOE はこれま

でに、規制部門が行う業務（例えば書類審査、検査業務など）を試行的に実施している。JICA ラオス

事務所は、上のようなラオス国側の努力を継続して支援していくべきである。 

 

 ３－５－２ JBIC 送電線プロジェクトとの調整 

計画中の JBIC プロジェクトは、DOE が LETS をごく初期の段階から適用し、審査を行う最初のケ

ースである。そのため、2008 年１月に予定されているプロジェクトの終了を、若干延長し、審査が滞

りなく行われるよう支援することが必要と考えられる。評価調査団は、専門家の援助が継続できるよ

う、プロジェクトを２～３か月程度延長すべきと提言した。JICA は、この提言を継続的に考慮し、最

終的な決定を終了時評価の時に行うこととした。 

 

 ３－５－３ DOE に派遣されている専門家の STEPⅡへの支援 

評価調査団は、プロジェクトの活動がより効率的・効果的に行われるように、DOE に派遣されてい

る長期専門家がプロジェクトに支援をすることを提言した。 

 

 ３－５－４ コミュニケーションの向上と情報の共有 

プロジェクト関係者間のコミュニケーションの向上と情報共有が必要であることが指摘されたこと

から、様々なレベルにおける定期的な会議の開催が必要である。両者は、公式・非公式の情報の流れ

を作ることによってプロジェクトの日常の活動に対する共通理解を高めることの必要性を確認した。

長期専門家（業務調整担当）は、様々な事柄について討議する定期的な会議・打ち合わせの場をもつ

ように提案した。 
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1. Outline of the Project 

Country: Lao PDR Project Title: Lao Electric Power Technical 

Standard Promotion Project 

Issue/Sector: Electric Power Cooperation scheme: 

Project-type Technical Cooperation 

Division in charge: Laos Office Total Cost:  

Partner Country's Implementing Organization: 

Department of Electricity and Electricity of 

Laos, Ministry of Energy and Mines 

Period of 

Cooperation: 

18 January 2005 – 17 January 2008 (3years) 

Supporting Organization in Japan: Japan 

Electric Power Information Center (JEPIC) 

Related Cooperation: 

1-1 Background of the Project 

Electric power sector in Lao PDR faces a problem of lacking human resources to meeting challenges of 

provision of quality electric supply, improving electrification rate and earning foreign currency by sales of electric 

power to neighboring countries. Another problem is inefficient operation caused by electric facilities, such as 

generators, transmission lines and distribution lines, built by foreign investments complying on different technical 

standards which make it difficult to manage and operate.  

 Government of Japan responded to the request made by the Government of Lao PDR to support a technical 

cooperation project, Lao Electric Power Standard Establishment Project, between May 2005 and April 2003 to train 

officers who would be able to furnish and administrate an electric power technical standard meeting actual situation 

of electric power sector in Lao PDR. The project assisted the Government of Lao PDR to establish the Lao Electric 

Power Technical Standard (LETS) in addition to human resources development of electric power sector in Lao 

PDR. LETS were recognized as an a ministerial ordinance of Ministry of Energy and Mines in February 2004 after 

the termination of the project.  

 Currently a three year-long technical cooperation project by the Government of Japan which started January 18th 

2005 is in progress as the second step of the previous technical cooperation project to strengthen overall capacity of 

electric power sector in Lao PDR to administer and enforce LETS. The project is implemented by Department of 

Electricity and Electricity of Laos, Ministry of Energy and Mines.  

The project aims at developing capacity to train officers and engineers who is competent in six technical areas of 

electric power (i.e. civil engineering, hydro-power, substation, transmission, distribution and user’s site). In order 

to achieve such aim, three long-term term experts (expert to DOE, expert to EDL and coordinator) and short term 

experts in the six technical areas are dispatched. 

 

1-2 Project Overview 

1-2-1 Overall Goal 

 Power sector’s activities and power facilities’ safety are improved. 
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Responsibility Name Affiliate/Title Members of 

Evaluation Team Team Leader Senya MORI RR of JICA Laos Office 

1-2-2 Project Purpose 

 The LETS is enforced within public and private sectors. 

 

1-2-3 Output 

(1) Complementary guideline and manuals relating to the LETS is drawn. 

 

(2) Through on the job training, knowledge and training skills of counterparts of DOE and EDL as trainers are 

upgraded. 

 

(3-1) DOE staff obtain necessary knowledge and skills as inspectors and transfer those knowledge and skills to 

PDIH staff. 

(3-2) EDL engineers obtain necessary knowledge and skills in order to apply the LETS to their works 

 

(4) Management structure for the LETS is formulated.  

(4-1) Responsible division for the LETS is established. 

(4-2) Mechanism for monitoring and evaluating implementation of the LETS is formulated. 

 

(5) Awareness on the LETS of public and private sectors is increased 

 

1-2-4 Input 

Japanese side: 

Long-term Experts 3 (Total of 108M/M) Equipment Total amount of US$ 

Short-term Experts Total of 33 experts 

dispatched 

Local Cost Disbursed US$85,556 to 

cover the local cost 

Trainees received 5 trainees received Note: Additional US$50,000 to 

support EDL Training 

Center 

Lao Side: 

Counterparts F/T C/P: P/T C/P:  

Land and Facilities Land, building, rooms and other facilities for the Project were provided by DOE 

and EDL. 

Local Cost (1) Expenditure for the renovation of EDL training centre=US$18,000  

(2) Expenditure for workshops (per-diem EDL participants)=US$3,700 

(3) Expenditure for OJT (in-kind basis) =US$400  

   Total Expenditure=US$22,100  

2. Evaluation Team 
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Electric Power Technology 
Hideki 

NARUMI 

Japan Electric Power Information Center 

(JEPIC) 

Cooperation Planning 
Satoshi 

KOBAYASHI 

Department of Economic Development, JICA 

HQ 

Evaluation Analysis 
Masato 

ONOZAWA 
Pionnier Research, Inc. 

Mission Management 1 Sota SEKINE ARR of JICA Laos Office 

 

Evaluation Planning 2 
Kaysith 

SADETTAN 
Assistant Program Officer of JICA Laos Office

Period of 

Evaluation 

September 13 – Septermber 26, 2006 Type of Evaluation: Mid-term Evaluation 

3. Result of Evaluation 

3-1 Summary of Evaluation Results 

(1) Relevance 

STEP II is compatible with Power Sector Policy Statement of Lao P.D.R. published in March 2001.  

The need of LETS in the electric power sector is high. Legislation of LETS and its enforcement expect to 

resolve current problems associated with lack of electric power standard for installation of power facilities, and 

assure improvement of safety and quality of electric power supply. The Project would strengthen DOE and EDL’s 

overall capacity of implementing developing projects. This may help the Lao Government ensure high-quality 

power supply and socio economic development. Therefore relevancy of the project is considered high. 

 

(2) Effectiveness 

The effectiveness of the project is high because of the following reasons: 

A complementary guideline and manuals related to LETS were developed and completed and they are ready for 

review by the Translation Committee to be organized by October, 2006.  

LETS regulatory unit, which is a preparatory unit for “Electricity Management and LETS Regulatory Division” 

of DOE is expected to be established by December 2006.  

 

(3) Efficiency 

Based on the input record of both sides, overall quality and quantity of inputs to the Project were appropriate. 

Both sides have carried out activities as scheduled by the agreement in R/D signed on December 7, 2004.

Analysis based on the interview results, however, raised some managerial issues to be improved. The Team 

expects further discussion among members concerned is necessary to avoid such problems.   

 

(4) Impact 

Tangible impact is not identified at the time of evaluation because most activities are still in progress. 

 

(5) Sustainability 

The Evaluation result indicates that establish a regulatory division which becomes the authority to engage al 
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l regulatory works associated with LETS is necessary in order to make the project sustainable.  

 

3-2 Factors that promoted realization of effects 

(1) The effects made by combining preparation of guidelines and manuals for LETS and technical training 

provided by long and short term experts 

The basic design of the project aims at capacity development of C/P personnel through combining preparation of 

complementary guidelines and manuals for LETS and the technical trainer training for inspectors and engineers. 

The project has carried out by the initiatives of Lao side with supports from long and short-term experts. C/Ps 

have been able to deepen their comprehension of articles of LETS through localization process (e.g. translation 

and interpretation to local situations). The project is expected to integrate C/Ps’ knowledge and skills though 

experiences of applying LETS in examination of project documents for installment and construction of power 

facilities development projects, inspection of the projects and technical training for engineers.  

 

(2) Legislation of LETS 

Legislation of LETS which carried out as soon as the termination of STEP I contribute implementation of the 

project. The project activities were fully supported by such legislative arrangement of Lao PDR. It is, therefore, 

LET would be effectively administered and managed when the project is completed.   

 

3-3 Factors that impeded realization of effects 

(1) Factors concerning planning 

Not identified. 

 

(2) Factors concerning the Implementation Process 

Not identified. 

4. Conclusion 

The Team concludes that the Project has so far implemented, according to PO (ANNEX 4-1-2) and AWP 

(ANNEX 4-1-3), and achieved some outputs as planned. The Team, however, identified some areas to improve, 

particularly project management, communication and information sharing through the questionnaire and interview 

conducted during the evaluation activities. The Project could achieve its purpose as planned following 

recommendations by the Team. 

 

4-1 Establishment of regulatory division in DOE 

The Team suggested DOE to make sure that the regulatory unit would be established as preparatory organization 

for the regulatory division which would bear decent status to conduct continuous enforcement of the LETS after 

the Project terminates. DOE explained that the Project has conducted a few trial inspections of the detail design 

documents submitted by IPPs or EDL for the preparation of the unit and committed to continue this kind of trial 

inspections The Team suggested JICA Laos Office to support their effort for the establishment of the unit 

continually. 
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4-2 Coordination of Project activities with JBIC Project for the construction of the transmission line 

The planned transmission line project by JBIC will be the first case for conducting examination from very early 

stage of the detail design. documents to be submitted by the JBIC Project. The Team suggested that a few month 

extension of the Project would be necessary in order for C/Ps to conduct the examination which is expected to 

carry out from January to February 2008 with supports from the experts. Both sides recommend that the Project 

can support each C/P to conduct the inspection. JICA will consider the issue continuously and final decision will be 

made after terminal evaluation for the Project. 

 

4-3 Supports for STEP II by Expert to DOE 

The Team suggested that the expert to DOE should be involved more in the Project to achieve its activities more 

efficiently and effectively. 

 

4-4 Improvement of Communication and Information Sharing 

It is recommended that regular meetings consisting many different levels and responsibilities should be 

scheduled in order to improve communication and to strengthen common understanding about the Project. Both 

sides agree that there should be formal and informal routes to strengthen common understanding of the Project’s 

day-to-day operations among parties concerned. L/T experts (coordinator) proposed a set of regular meetings to be 

arranged (ANNEX 6) to discuss various issues related to the Project. 
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